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国
民
健
康
保
険
料
の

 

賦
課
限
度
額
の
変
更

　

今
年
度
の
国
民
健
康
保

険
料
は
６
月
に
決
定
し
ま

す
が
、
そ
の
賦
課
限
度
額

が
次
の
と
お
り
変
更
さ
れ

ま
す
。

問
合
せ
先　

国
保
年
金
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
１

　 

国
民
健
康
保
険
の
所
得

 

申
告

　

国
民
健
康
保
険
料
を
算
定

す
る
た
め
に
、
令
和
元
年
分

の
所
得
申
告
が
必
要
な
か
た

へ
５
月
上
旬
に
所
得
申
告
書

を
送
付
し
ま
す
。

　

軽
減
判
定
の
際
に
も
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
期
限
ま

で
に
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

期
限　

５
月
25
日(

月)

申
告
・
問
合
せ
先　

国
保
年

金
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・

７
２
７
１

　　

国
民
年
金
の
任
意

　

加
入
制
度
を
ご
利
用

　

く
だ
さ
い

　

過
去
に
、
国
民
年
金
に
加

入
し
な
か
っ
た
期
間
や
保
険

料
を
納
め
忘
れ
た
期
間
、
免

除
・
猶
予
さ
れ
た
期
間
が
あ

る
た
め
に
、
満
額
の
老
齢
基

礎
年
金(

今
年
度
は
年
額
78

万
１
７
０
０
円)

を
受
給
で

き
な
い
か
た
や
、
受
給
資
格

期
間(

保
険
料
を
納
め
た
期

間
と
免
除
・
猶
予
さ
れ
た
期

間
の
合
計
が
原
則
10
年
以

上)

を
満
た
し
て
い
な
い
か

た
な
ど
は
、
申
出
に
よ
り
60

歳
以
降
で
も
任
意
加
入
で
き

ま
す
。

　

た
だ
し
任
意
加
入
の
期
間

は
、
申
し
出
た
月
か
ら
、
年

金
額
を
増
や
し
た
い
か
た
は

65
歳
ま
で
、
受
給
資
格
期
間

を
満
た
し
て
い
な
い
か
た
は

70
歳
ま
で
で
す
。

問
合
せ
先　

国
保
年
金
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
２

７
４

 

国
民
年
金
保
険
料
の 

 

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま

 

せ
ん
か
？

　

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
続

く
と
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年

金
や
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族

基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

今
年
度
の
保
険
料
は
、
月

額
１
万
６
５
４
０
円
で
す
。

納
め
た
保
険
料
は
、
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

な
り
、
税
金
の
負
担
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

　

納
付
が
済
ん
で
い
な
い
か

た
は
必
ず
納
め
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
決

済
に
よ
る
納
付
も
で
き
ま
す
。

問
合
せ
先　

貝
塚
年
金
事
務

所
☎
０
７
２
・
４
３
１
・
１

１
２
２

医療分

支援分

介護分

58万円

19万円

16万円

61万円

19万円

16万円

平成31年度 今年度

国民健康保険料の賦課限度額

 

Ａ
Ｅ
Ｄ
で
助
か
る
命

　

市
内
24
時
間
営
業
の
コ

ン
ビ
ニ
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置

し
て
い
ま
す
の
で
、
有
効

な
活
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

(

左
表
参
照)

　

な
お
、
各
店
舗
は
Ａ
Ｅ
Ｄ

の
受
け
渡
し
業
務
を
行
う
だ

け
で
、
取
扱
い
補
助
や
現
場

に
出
向
く
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

住
宅
防
火
の
ポ
イ
ン
ト

・
寝
た
ば
こ
や
た
ば
こ
の
投

げ
捨
て
を
せ
ず
、
た
ば
こ
の

火
は
し
っ
か
り
消
す
。 

・
料
理
の
際
は
そ
の
場
を
離

れ
ず
、
離
れ
る
と
き
は
必
ず

火
を
消
す
。 

・
家
の
周
り
は
整
理
整
頓
を

し
、
放
火
さ
れ
な
い
よ
う
に

気
を
つ
け
る
。 

・
電
気
コ
ー
ド
は
、
た
こ
足

配
線
を
や
め
、
コ
ー
ド
の
上

に
は
重
い
も
の
を
乗
せ
な

い
。 

・
コ
ン
セ
ン
ト
な
ど
に
ホ
コ
リ

を
付
着
さ
せ
ず
、
ト
ラ
ッ
キ
ン

グ
火
災
を
防
ぐ
。 

・
住
宅
用
火
災
警
報
器
や
消
火

器
を
設
置
し
、
寝
具
な
ど
は
防

炎
製
品
を
使
用
す
る
。

消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
の
取

扱
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

●
市
民
の
か
た
へ

　

今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
予
防
対
策
で
、
消

毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
を
使
用
す
る

機
会
が
増
え
て
い
ま
す
。

 
 

消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
は
火
気

に
よ
り
引
火
し
や
す
く
、
ま
た
、

発
生
す
る
蒸
気
は
可
燃
性
で
空

気
よ
り
重
く
低
所
に
滞
留
し
や

す
い
た
め
、
取
扱
う
場
合
に
は

次
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
は
、
火

気
の
近
く
で
は
使
用
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。 

②
室
内
で
の
容
器
詰
替
え
は
、

可
燃
性
蒸
気
が
滞
留
す
る
お
そ

れ
が
あ
り
ま
す
。
通
風
性
の
良

い
場
所
や
換
気
が
行
わ
れ
て
い

る
場
所
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 　

な
お
、
み
だ
り
に
可
燃
性
蒸
気
を

発
生
さ
せ
な
い
た
め
、
密
閉
し
た
室

内
で
多
量
の
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
の

噴
霧
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。 

③
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
の
容
器
を
設

置
・
保
管
す
る
場
所
は
、
直
射
日
光

が
当
た
る
場
所
や
高
温
と
な
る
場
所

を
避
け
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
消
毒

用
ア
ル
コ
ー
ル
の
容
器
を
落
下
さ
せ

た
り
、
衝
撃
を
与
え
た
り
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。 

④
消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
を
容
器
に
詰

め
替
え
る
場
合
は
、
漏
れ
、
あ
ふ
れ
、

飛
散
し
な
い
よ
う
注
意
す
る
と
と
も

に
、
詰
め
替
え
た
容
器
に
消
毒
用
ア

ル
コ
ー
ル
で
あ
る
旨
や
「
火
気
厳

禁
」
な
ど
の
注
意
事
項
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

●
事
業
者
の
か
た
へ

　

消
毒
用
ア
ル
コ
ー
ル
は
消
防
法
に

定
め
る
「
危
険
物
第
四
類
ア
ル
コ
ー

ル
類
」
に
該
当
し
、
消
防
法
に
よ
り

貯
蔵
、
取
扱
い
の
基
準
な
ど
が
適
用

さ
れ
ま
す
。
新
た
に
法
令
上
の
手
続

き
や
安
全
対
策
が
必
要
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ＡＥＤ設置施設一覧表

デイリ－ヤマザキ貝塚木積店

永吉１-２
脇浜１丁目186-１
清児527-１
三ツ松1843-21
三ツ松840-１
海塚１丁目２-16
王子924-１
澤651-12
橋本371
森139-１
澤890-６
名越213-２
麻生中1015-１
福田93
半田１丁目２-11
二色１丁目１-65
澤575-１
東山６丁目９-25
石才160-１
港27-13
海塚2704-３
加神１丁目９-５
海塚１丁目１-８
木積2124-２
半田２丁目９-21
澤567-１
東山７丁目１-12
地蔵堂97
西町９-５

名　称 住　所

ロ
ー
ソ
ン

貝塚久保店
貝塚脇浜店
貝塚清児店
貝塚三ツ松南店
貝塚三ツ松店
貝塚海塚店
貝塚王子西店

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

和泉橋本店
外環貝塚店
貝塚澤店
貝塚名越店
貝塚麻生中店
貝塚福田店
貝塚半田店
貝塚二色店
貝塚二色の浜店
貝塚東山店
小浦貝塚石才店
貝塚港北店
貝塚警察署前店
貝塚加神店
貝塚駅前店

セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン

貝塚半田店
貝塚二色の浜南店
貝塚東山店
貝塚地蔵堂店
貝塚西町店

ローソンストア100二色浜駅前店

問
合
せ
先　

消
防
本
部

☎
０
７
２
・
４
２
２
・
０
１
１
９

所得申告の

お知らせ

期限までに郵送で
提出しなくちゃ！

広告


